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両研修とも、開催場所・日時については、
決定次第当機構及び各産業保健推進センターホームページでお知らせします。

全国の産業医等労働者の健康管理を担当する医師の

皆様を対象に、事業者等に対するメンタルヘルス対策

及び過重労働対策を助言指導するに当たっての資質の

向上を図るための研修を実施します。

産業医等労働者の健康管理を担当する医師

○メンタルヘルス対策

○過重労働による健康障害防止対策

○長時間労働者に対する医師による面接指導等

の手法

平成21年度
産業医等医師等を対象とした

研修事業のご案内
厚生労働省委託事業

本年度、都道府県産業保健推進センターにおいて、厚生労働省委託による以下の研修会を開催します。

産業医等に対するメンタルヘルス
対策及び過重労働による
健康障害防止対策に係る研修

対　象

カリキュラム

対　象

カリキュラム

全国の精神科医等の医師を対象に、精神科医等

の医師が事業場からのメンタルヘルスに関する相

談等に適切に対応することが出来るよう資質の向

上を図るための研修を実施します。

精神科医等の医師　

○産業保健概論・職域におけるメンタルヘルス

対策及び過重労働による健康障害防止対策

○メンタルヘルス対策の事例検討

（職場復帰支援の手引きの説明を含む。）

精神科医等に対する産業保健
に関する研修

産 業 保 健 推 進 セ ン タ ー 業 務 案 内

ご利用いただける日時　　午前9時～午後5時　ただし毎土・日曜日、祝日および年末年始を除く

1. 研　修
産業医、衛生管理者、保健師等に対して専門的かつ
実践的な研修を実施します。各機関が実施する研修
会に教育用機材の貸与、講師の紹介を行います。

2. 情報の提供
産業保健に関する図書、教材等の閲覧・貸出・コ
ピーサービスを行います。また、定期情報誌を発
行します。
（コピーサービスについては、実費を申し受けま
す）

3. 窓口相談・実地相談
専門スタッフが窓口、電話、インターネットで相
談に応じます。
現地での実地相談にも応じます。

4. 地域産業保健センターの支援
小規模事業場に対して健康相談等を実施している
地域産業保健センターの活動を支援しています。

5. 広報・啓発
職場の健康管理の重要性を理解していただくため、
事業主セミナーを開催します。

6. 調査研究
産業保健活動に役立つ調査研究を実施し、成果を
提供します。

7. 助成金の支給
小規模事業場が共同で産業医を選任し産業保健活
動を実施する場合、助成金を支給します。
また、深夜業に従事する労働者が自発的に健康診
断を受診した場合、助成金を支給します。



職場のメンタルヘルス対策における職場復帰支援のありかた

「心の健康問題により休業した労働者の
職場復帰支援の手引き」の改訂

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課

産業保健スタッフの役割
京都文教大学臨床心理学部・神田東クリニック　

事業場での取組み例
大阪ガス株式会社　人事部　健康開発センター　統括産業医

メンタルヘルス対策支援センター事業について
（独）労働者健康福祉機構　産業保健部

産業医インタビュー
臨床医の経験を働く現場にフィードバック

株式会社大塚製薬工場　大塚製薬診療所　管理医師

業種別産業医活動実践マニュアルq

建設業での産業医活動の留意点
杏林大学医学部衛生学公衆衛生学　

安全と健康を創る安全衛生教育指南t

資料作成の方法（1）
産業保健における安全衛生教育に関する配布資料について

（独）労働者健康福祉機構　福岡産業保健推進センター

産業医科大学　産業生態科学研究所　作業病態学　

判例・労災認定事例にみる産業保健
多数の海外出張をともなう過労死と業務起因性

松本労基署長（セイコーエプソン）事件
東京高判平成20.05.22 労判968号58頁

ロア・ユナイテッド法律事務所　弁護士

勤労者活動レポート!3

理学療法の専門分野から業種に適した
職場体操の実践を啓発する

（独）労働者健康福祉機構　関西労災病院　勤労者予防医療センター　

情報スクランブル
職場復帰や両立支援の中核に「勤労者医療のあり方検討会」
報告書・（独）労働者健康福祉機構／景気冷え込めども安
全衛生対策は後退させず・厚生労働省：平成21年度運営方針

情報クリップ
働く人々のCommon Diseasesの臨床と予防管理

特　集

表紙イラスト■ 尾崎ふみえ

産業保健この一冊

嘱託産業医の実務
東京都医師会　産業保健委員会委員長

実践・実務のQ&A
有機溶剤作業環境測定における第3管理区分の措置は？　

職場におけるメタボリックシンドローム対策i

メタボリックシンドロームと健康教育
（独）労働者健康福祉機構　東北労災病院　勤労者予防医療センター

産業看護職奮闘記%6

体力向上キャンペーンを通し自発的な健康づくりを支援
加賀東芝エレクトロニクス株式会社　保健師

クローズアップ衛生管理者!6

今、持てる知識と技術を後進に伝えよ
株式会社IKサポート代表取締役

メンタルヘルス・メモランダム
過重労働

株式会社日立製作所　専属産業医　
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株式会社大塚製薬工場　大塚製薬診療所●管理医師 廣瀬千壽子さんに聞く

21年におよぶ病院勤務を経て、廣瀬千壽子さんが

大塚製薬工場の産業医に着任したのは平成20（2008）

年７月。大塚製薬工場は、大塚製薬グループの生産拠

点として大正10（1921）年に創業。昭和21（1946）年か

ら輸液事業を開始し、糖類剤、電解質製剤、高カロリー

輸液用製剤など、用途にあわせた多様な輸液容器を展

開している。日本をはじめ、アジア各国で輸液治療、製

品技術の普及に努め、現在、輸液のシェアは全国トッ

プ。平成17（2005）年から新たな展開として、臨床栄養

専門MRを全国展開し、より密度の濃い情報を提供し

ている。

廣瀬さんは、臨床医と産業医の違いは、病気をと

らえる段階にあるという。かつて勤務していた病院

は糖尿病による透析患者が多く、脳疾患で動けなく

なった患者も数多く診てきた。いわば、最後の砦と

もいえる医療の現場だった。現在会社で健康診断後

の指導を行っていると、次のように強く思うのだと

いう。「今は症状がないから、退職したら本格的に治

療するつもりだという方が結構いるんです。でも、病

気が発症してからでは遅いのに」「第一線の医療現場

1977年　徳島大学医学部医学科卒業、同大学

第二内科学教室入局

1977～1981年　国立高知病院、徳島鉄道病院

などに勤務

1982年　四国電力徳島支店健康管理センター

に勤務

1987～2008年　愛生会兼松病院、明和会田蒔

病院に勤務

2008年　大塚製薬工場勤務、

現在に至る

資格等

日本医師会認定産業医

日本心理学会認定心理士

日本臨床内科医会専門医

日本医師会認定健康スポーツ医

介護支援専門員

プロフィール　● ひ ろ せ 　 ち ず こ

■

臨床医と産業医の違いとは



で得た経験を、今元気に働いている社員にこそフィ

ードバックさせたいと思いました」。

診療所勤務の廣瀬さんは、軽症の急性疾患で訪れ

る従業員にも、健診結果を見ながら適切なアドバイ

スを欠かさない。また、講演会などを通じて、病気

の一次予防の重要性を説いている。従業員が「患者」

になる手前で食い止めることが自分の役割だという。

「退職後に得た第二の人生を、病気のために制限され

てほしくないんです」。

かつての産業医は、社員の健康診断の結果に応じ

た健康指導が主業務だったが、現代の産業医に期待

される役割は非常に多い。廣瀬さんも日常の診療業

務のほかに、昨年９月からはコンプライアンス推進

部（BCM・BCP担当）と協力して、新型インフルエ

ンザ対策に取り組んでいる。また、今年４月の「と

くしまマラソン」では、同社が開発した経口補水液

について、摂取方法を説明しながら研究所の社員と

一緒にランナー達へのサンプリングを行うなど、会

社のPRにも積極的だ。

多忙を極める毎日だが、「今、産業医に一番求めら

れているのは、メンタルケアではないでしょうか」と

心理士としての視点から感じることも多い。着任し

て１年が過ぎ、同社から受けた印象は、従業員の福

利厚生には手厚い会社だということ。週に一度は精

神科の専門医による心の悩みに応じているほか、外

部のEAP（企業内社員援助制度）と契約し、従業員の

業務上の悩みだけでなく、家族の健康相談にものっ

ている。

廣瀬さんは、一人の産業医として新たな戦力にな

るには、まず自分自身が社員に受け入れられなけれ

ばならないと語る。「医者とはいえ、全然知らない相

手に、自分の体のことや仕事の悩みは打ち明けられ

ないでしょう」。そして、従業員と積極的にコミュニ

ケーションをとりたいと考えた。

毎月開催している安全衛生委員会ではそれまでの

講演会形式から、グループで話し合うワークショッ
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プも取り入れた。生産現場、研究所、事務間接部門

ごとの担当委員が集まり、廣瀬さんや看護師、安全

管理者を交えて、一つのテーマを話し合う。「例えば、

ある現場で発生した事故の状況を皆で共有し、自分

の部署ならどういった問題が起こり得るか、またど

う対処するか話し合うんです。私も産業医の立場か

ら、積極的に発言します」。

広い工場内では、部署ごとの縦割りになりやすい。

ワークショップだと他部署の様子もわかり、最終的

には労働災害を減らすことにつながるのではないか

と廣瀬さんは考えている。

本社機能を持つ大塚製薬工場の従業員は事務系、技

術研究職も多く、部署によっては人員構成に偏りが

ある。若手とベテランの間を取り持つ30～40歳代の

従業員が少ない部署では、コミュニケーションがう

まくいかないケースもあるとか。

高卒で入社した18歳と60歳を過ぎたエルダー社員

とでは、「孫とおじいちゃん」の関係に近い。今の若

者はコミュニケーションをとるのが苦手といわれる

が、実はそうではない。「お互い気を遣うポイントが

違うんです。若い社員にじっくり話を聞いてベテラ

ン従業員に伝えると、『なんだ、そういうことだった

のか！』と案外気付いていないこともあります」。

「産業医として目指すのは？」との問いに、しば

らく考えて「隙間を埋めるための触媒のような存在

ですね」と微笑む。「組織が大きくなると隙間が広が

り、抜け落ちる社員が出てきます。人間関係も同じ。

離れているからこそ気付くことを、現場に伝えるこ

とで隙間を埋めていけば、たとえ一人の産業医でも、

もっと大きな力を発揮できるのではないかと思いま

す」。自分がクッションになることで、物事が円滑に

進むなら、「それも私の仕事」ときっぱり語る。「非

常勤の産業医ではなく専従を置いたというのは、会

社がそれだけ従業員のことを大切に思っているから。

そうした会社の思いもしっかり伝えていきたい」。

求められるメンタルケア

隙間を埋めていくような存在に
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メンタルヘルス不調により休業した労働者に対す

る職場復帰支援については、平成16年に作成された

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支

援の手引き」が、事業場向けの取組みマニュアルと

して活用されてきた。

その後、平成18年に労働安全衛生法が改正され、衛

生委員会または安全衛生委員会の付議事項として「労

働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹

立に関すること」が義務づけられるとともに、「労働者

の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年　健

康保持増進のための指針公示第３号) が策定される

などメンタルヘルス対策の充実が図られてきた。

一方、労働者の心の健康状況は、平成19年労働者

健康状況調査（厚生労働省）によると、職業生活等

において強い不安、ストレス等を感じる労働者は約

6割に達し、過去1年間にメンタルヘルス上の理由に

より連続1ヵ月以上休業または退職した労働者がい

る事業所の割合は7.6%となっているほか、休業後の

職場復帰支援がスムーズに進まないという調査結果

等が示されるなど、職場のメンタルヘルス対策は従

前にも増して重要な課題となっている。

このため、厚生労働省では、中央労働災害防止協

会に「心の健康問題により休業した労働者の職場復

帰支援のための方法等に関する検討委員会」（座長

高田　勗）を設置し、労働者の職場復帰支援に関す

る新たな経験や知見等を踏まえて検討を重ね、平成

21年3月、同委員会において、改訂版「心の健康問

題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

（以下、「手引き」という）が取りまとめられた。

新たな手引きでは、主治医と産業医等の産業保健

スタッフとの間で十分な連携を行うこと、また、

「試し出勤制度」等を導入する場合には、人事労務

管理上の位置づけ等について労使間で十分に検討を

行い、あらかじめルールを定めておくこと等、休業

前の段階、病気休業開始および休業中の段階等、労

働者の職場復帰の各段階において、職場復帰支援に

関する新たな経験や知見を踏まえ、適切な対応が行

われるよう主として次の変更を行った。

（１）休業前の段階

心の健康問題で休業している労働者が円滑に職場

に復帰し、業務が継続できるようにするためには、

職場復帰支援プログラムの策定や関連規程の整備等

により、休業の開始から通常業務への復帰までの流

れをあらかじめ明確にすることが重要であることか

ら、これらを基本的考え方として明記した。

また、これら職場復帰支援プログラム、関連規程

の整備等については、労働者、管理監督者および事

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課

職場のメンタルヘルス対策における
職場復帰支援のありかた

1.「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」改訂の経緯

2.手引き改訂のポイント

職場のメンタルヘルス対策における
職場復帰支援のありかた

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の改訂　厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課

産業保健スタッフの役割　京都文教大学臨床心理学部・神田東クリニック　島　悟

事業場での取組み例　大阪ガス株式会社　人事部　健康開発センター　統括産業医 岡田　邦夫

メンタルヘルス対策支援センター事業について　（独）労働者健康福祉機構産業保健部
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業場内産業保健スタッフ等に対し、教育研修の実施

等により十分周知することを明記した。

（２）病気休業開始および休業中の段階

病気休業期間中においても、休業者に接触するこ

とが望ましい結果をもたらすこともあることから、

この場合には、精神的な孤独、復職できるかという

不安、今後のキャリア等で本人が不安に感じている

ことに関して、十分情報を提供することが重要であ

ることを明記した。

また、不安や悩みなどを相談できる場を設けるこ

とも重要であり、この場合には、職場復帰支援に関

する事業場外資源や地域にある公的制度等を利用す

る方法もあることから、これらの情報の提供も考え

られることを明記した。

（３）職場復帰の決定までの段階

主治医による職場復帰の判断は、病状の回復の程

度によって職場復帰の可能性を判断していることが

多いことから、職場で求められる業務遂行能力まで

回復しているか否かの判断とは限らないことに留意

すべきことを明記した。

また、より円滑な職場復帰支援を行う上で、職場復

帰の時点で求められる業務遂行能力はケースごとに

多様なものであることから、主治医に対し、あらかじ

め職場で必要とされる業務遂行能力の内容や社内勤

務制度等に関する情報提供を行うことを明記した。

職場復帰前に「試し出勤制度」等を導入する場合

は、その人事労務管理上の位置づけ等についてあら

かじめ労使間で十分に検討しておくとともに、事業

場でルールを定めておくことを明記した。また、

「試し出勤制度」の運用に当たっては、産業医等も

含めてその必要性を検討するとともに、主治医から

も試し出勤等を行うことが本人の療養を進める上で

支障とならないとの判断を受けることが必要である

こと、「試し出勤制度」は職場復帰の決定の判断等

が目的であることから、必要な時間帯・態様、時

期・期間等にかぎるべきであり、いたずらに長期に

わたることは避けることを明記した。

（４）職場復帰後の段階

心の健康問題がどの様な状態であるかの判断は、

多くの事業場にとって困難であること、心の健康問

題を抱えている労働者への対応は、ケースごとに柔

軟に行う必要があることから、主治医との連携を図

ることを明記した。

職場復帰した労働者や、当該労働者を支援する管

理監督者、同僚労働者のストレス軽減を図るため、

管理監督者等に対し、職場環境等の改善や職場復帰

支援への理解を高めるために教育研修を行うことを

明記した。

本手引きによる職場復帰支援の流れは、病気休業

開始から職場復帰後のフォローアップまでの次の５

つのステップからなっている（図参照）。

＜第１ステップ＞

病気休業開始及び休業中のケアの段階であり、

「労働者からの診断書（病気休業診断書）の提出」、

「管理監督者によるケア及び事業場内産業保健スタ

ッフ等によるケア」、「病気休業期間中の労働者の安

心感の醸成のための対応」および「その他」で構成

される。

＜第２ステップ＞

主治医による職場復帰可能の判断の段階であり、

｢労働者からの職場復帰の意思表示と職場復帰可能

の判断が記された診断書の提出｣、「産業医等による

精査」および「主治医への情報提供」で構成される。

＜第３ステップ＞

職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの

作成の段階であり、｢情報の収集と評価｣、｢職場復

帰の可否についての判断｣および｢職場復帰支援プラ

ンの作成｣で構成される。

＜第４ステップ＞

最終的な職場復帰の決定の段階であり、｢労働者

の状態の最終確認｣、「就業上の配慮等に関する意見

書の作成」、「事業者による最終的な職場復帰の決定」

および「その他」で構成される。

＜第５ステップ＞

職場復帰後のフォローアップの段階であり、｢疾

患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確

認｣、「勤務状況及び業務遂行能力の評価」、「職場復

帰支援プランの実施状況の確認」、「治療状況の確

認」、「職場復帰支援プランの評価と見直し」、「職場

環境等の改善等」および「管理監督者、同僚等への

配慮等」で構成される。

手引きには、実際の職場復帰に当たり、事業者が

3.具体的な職場復帰支援の流れ

職場のメンタルヘルス対策における
職場復帰支援のありかた特　集

4.手引き活用に当たっての留意点
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行う職場復帰支援の内容が総合的に示されている。

手引きが対象とする労働者は、心の健康問題で休

業したすべての労働者であるが、第３ステップ以降

の職場復帰に関しては、医学的に業務に復帰するの

に問題がない程度に回復した労働者（すなわち軽減

または配慮された一定レベルの職務を遂行でき、か

つ想定される仕事をすることが治療上支障にならな

いと医学的に判断されるもの）を対象としている。

また、手引きの基本的な記述においては、心の健

康問題として、治療によって比較的短期に寛解する

ものが想定されている。その他の心の健康問題につ

いては、異なる対応をとる必要があることにも留意

するとともに、主治医との連携が重要となる。手引

きの趣旨をその事業場の状況に活かすためには、こ

れらのことを念頭においた上で、事業者の判断と責

任の下、どのように対応すべきかが十分に検討され

て行わなければならない。

また、職場復帰支援の具体的な手法については、本

手引きによるほか、公開されているさまざまな文献、

事例集、報告書、研修会等を活用・参考にすることが

望まれる。

本年４月に政府が発表した「経済危機対策」によ

れば、深刻度を増す「世界金融危機」と戦後最大の

「世界同時不況」の中で、わが国の雇用情勢や、国

民全体の消費マインドにも深刻な影響が及んでお

り、経済の収縮による悪影響が、一部の中小企業、

地域経済や非正規労働者等の「社会的弱者」にしわ

寄せされる形で現れているとされている。こうした

状況が職場環境にもたらす影響はきわめて大きく、

失業者の増加、長時間労働の常態化などにより、ス

トレスを感じる労働者が一層増加し、メンタルヘル

ス不調者の増加、自殺者の増加が懸念されている。

このような中、職場における心の健康問題への取組

みはきわめて重要となっており、関係者の総力を結

集し、メンタルヘルス対策に取り組むことが必要と

なっている。

厚生労働省では、こうした状況に的確に対応する

ため、「当面のメンタルヘルス対策の具体的な推進に

ついて」（平成21年3月26日　厚生労働省労働基準局

長）により、当面取り組むべき事項について都道府

県労働局長あてに指示し、経営トップに対する指導

を含め各種対策を講じているところであり、各事業場

において、本手引きを参考にしながら、事業場の実態

に即した職場復帰支援プログラムを策定し、これを着

実に実行していただくことにより、労働者の職場復帰

が円滑に行われることを期待している。

5.おわりに

図　職場復帰支援の流れ 
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職場のメンタルヘルス対策において、職場復帰支

援は概して困難な課題である。職場では、職場復帰

後は労働者が休業に入る前と同等の業務遂行能力を

発揮できると期待する場合が多いが、病状によって

は従前通りに働けないこともある。また職場の関係

者は、復職したということは「治った」ということ

を意味すると考えがちであり、再燃・再発という事

態により再び休業すると、上司や同僚は落胆したり、

期待に反したとして、当事者である本人や主治医、

あるいは産業医などに疑念や怒りを持つこともあ

る。

そもそも心の病では、身体疾患と異なり、客観的

指標がないために、当事者自身も周囲の者も納得で

きるような証拠を示すことができないことから、職

場のメンタルヘルス対応の中でも、特に職場復帰支

援は難しい課題となる。職場では、当事者に対して、

「甘えている」、「病気に逃げている」、極端な場合に

は「制度を利用している」という声が上がることも

ある。

こうした困難な課題ではあるがゆえに、産業保健

スタッフの役割は非常に重要である。当事者のメン

タルヘルスケアを行うのはもちろんのこと、ライン

の管理監督者や人事担当者への助言指導を行って、

事業場内において中核的な役割を負うとともに、主

治医など事業場外資源との連携を実質的に行ってい

くのは産業保健スタッフである。さらに、家族との

連携を行うのも、産業保健スタッフであり、職場復

帰支援において、さまざまな連携の中心となる。

休業期間は休業者により異なるし、当初の予定期

間が短縮することもあれば延長することもあるもの

の、便宜上前期と後期に分けた方がよいと考えてい

る。前期は療養に徹する期間であり、後期は職場復

帰に向けてさまざまな取り組みをする期間である。

（１）休業前期

この時期は「心の健康問題により休業した労働者

の職場復帰支援の手引き（以下、「手引き」）にある

第１ステップに相当する。

産業保健スタッフは、休業中においても、可能な

限り、労働者への支援を行った方がよいと考えてい

る。メンタルヘルス不調にともなう初回の休業にお

いては、労働者にとっては何もかも初めてのことば

かりであり戸惑いも強く、「今後の昇進に影響があ

るのではないか」、「首を切られるのではないか」、

「お金はまったく入らなくなるのではないか」など

さまざまな不安を抱くことになる。メンタルヘルス

不調にともなう休業を繰り返している場合には、

「すでに戦力外と思われているのではないか」、「復

職しても再び休業せざるを得なくなるのではない

か」、「傷病手当金が出なくなるのではないか」など

と不安は尽きない。労働者には安心して療養しても

らえるように社内制度上のことについては、管理監

督者や人事担当者から話してもらうことが必要であ

るが、産業保健スタッフは、管理監督者や人事担当

者に対して、こうした情報提供を行う意義とその必

要性について助言・指導する。

どのような種類のメンタルヘルス不調において

も、産業保健スタッフは労働者に対して、まずは主

治医の指示に従って、しっかり療養することを助言

指導する。例えば、ジョギングしていて急に走るの

を止めてもすぐには呼吸・拍動が戻らないのと同様

に、普段から忙しく仕事をしている労働者が急に休

みを取っても、すぐには心身が「休みモード」に入

らない。

（２）休業後期

病状が回復傾向を示す時期であり、職場復帰に向

けて種々の段取りを考えることになる。この段取り

の最初は自主的にリハビリテーションを行うことで

あり、ある程度態勢が整えば、職場復帰に向けて事

業場において具体的な段取りを行うことになる。手

引きでは、前者は、第１ステップの範疇であり、後

京都文教大学臨床心理学部・神田東クリニック　島　悟

1. はじめに

2. 休業中の労働者への支援

職場のメンタルヘルス対策における
職場復帰支援のありかた特　集



8 21 2009.7 第57号

者になって第２ステップが開始されて第４ステップ

に至ることになる。

手引きには、「職場復帰支援に関する事業場外資源

や地域にある公的制度等を利用する方法もあること

から、これらについての情報を提供することも考え

られる」とあるが、最近では、都道府県単位で設置

されている障害者職業センターにおける職場復帰支

援プログラム（リワーク）や一部の都道府県・政令

指定都市の精神保健福祉センターにおける復職支援

プログラムが利用できるようになってきた。また医

療機関においても、類似のプログラムを提供する施

設が増えてきている。産業保健スタッフがこうした

情報提供を行うことが必要であるが、機会を設けて、

こうした事業場外資源を訪れて、実際に施設をみた

り、プログラム内容に関して説明を受けて情報収集

をしておくとともに、事業場外資源のスタッフと顔

見知りになっておくことが重要である。

手引きでは、「主治医による職場復帰の判断は、職

場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否

かの判断とは限らない」とあるように、主治医はあ

くまで日常生活における病状の推移を把握して病状

回復の所見をもって復職可能としているのであり、

職場生活における機能水準の判断を行っているわけ

でなく、また行い得ないということがある。このた

め、手引きでは、「より円滑な職場復帰を図る観点か

ら、主治医に対し、あらかじめ職場で必要とされる

業務遂行能力の内容や勤務制度等に関する情報提供

を行う」と述べられており、主治医に職場生活に関

わる情報提供を行って、業務遂行能力の回復を判断

してほしいということであるが、こうした情報提供

を産業保健スタッフが行う場合が多い。

手引きでは、あくまで例示ではあるものの、「模擬

出勤」、「通勤訓練」、「試し出勤」という３種類の休

業期間中の訓練が示されている。段階的に職場復帰

を行うわけであるが、すでに一部の事業場で実施さ

れているものである。手引きには、「職場復帰前に

『試し出勤制度』を導入する場合は、その人事労務管

理上の位置づけ等について事業場であらかじめルー

ルを定めておくこと」と注意書きがなされているよ

うに、この仕組みの導入については、労使で十分に

論議をしておくべきである。職場側の都合で設定さ

れるハードルになってしまっては、職場復帰支援と

いう趣旨と合致しなくなってしまう可能性がある。

職場復帰に関する判定および就業上の措置におい

て、特に産業医は、主治医から必要な情報と助言を

得るとともに、管理監督者および人事担当者と受け

入れ体制について事前に調整を行う必要がある。事

業場に精神科医がいる場合には、専門医に当該の労

働者の面接を行ってもらって、精神医学的観点に立

った助言指導を得ることになるが、そうした精神科

医のいる事業場は限られている。産業医は、主治医

からの情報とともに、自ら労働者に面接を行い、医

学的評価を行って、予定されている職場復帰後の業

務内容などの労働条件を勘案して、業務遂行に支障

がないかどうかの判断を行う。また発症要因や発症

後の増悪要因に業務関連要因が認められると判断さ

れる場合には、そうした要因についての対応がなされ

ているかどうかの確認を行う。また通常は休業前の職

場に戻ることになるものの、明確に業務関連要因が発

症に関与していると考えられる場合には、配置転換等

について事業者に進言することになることもある。

手引きの第５ステップに相当するが、職場復帰後

は、定期的に産業保健スタッフがメンタルヘルスケ

アを行う必要がある。心身の健康状態に変化がない

かどうか、定期的通院がなされているかどうか、治

療が遵守されているかどうか、業務の負担が過度で

ないかどうか、業務外のストレス要因が加わったり、

増強していないかなどについて把握を行う。例えば、

産業医は月に１～２回、保健師等は毎週など、職場

復帰した労働者に面接を実施する。就業制限は段階

的に解除されていくことになるが、制限解除後の一

定期間は経過をフォローする。また産業保健スタッ

フは、管理監督者と定期的に情報交換を行って、勤

怠状況や業務遂行の実態について情報を得るととも

に管理監督者に対して適切な業務負荷に関する助言

を行う。

職場復帰支援は冒頭で述べたように、そもそも困

難な課題である。なぜなら、関係者の考えや利害が

一致するとは限らないからである。そのために、調

整役が必要になるわけであるが、事業場外資源との

連携も含めて、産業保健スタッフがこの重要な役割

を果たす必要がある。

3. 職場復帰後のメンタルヘルスケア

4. 終わりに
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大阪ガスは、近畿地方の２府４県に都市ガスを供給し
ているガス事業者であるが、現在は、不動産事業やセキ
ュリティ事業、IT事業など多彩なグループビジネスも展
開しており、本社を含めて100を超える大小の企業でグ
ループを形成。本社の従業員が約7,000名であるのに対
して、グループ全体では、正社員をはじめ、派遣やパー
ト、アルバイトなども含めると約14,000人にも及ぶ。

現代は派遣など雇用体系が複雑化しており、当社にお
いても、グループ会社への出向や転籍などが行われてい
ることに加え、各企業の規模の大小もあることから、か
つては、個々の企業での判断によって健康管理を行って
いた。しかし、前述のように当社の社員が出向した場合
などに、待遇が違ってはならないことから、グループ全
体で一定水準の心身共に渡る健康管理体制の確立が求め
られることから、アルバイトも含めたガスグループ全体
の健康管理体制の実現を図った。

確かに、健康管理体制の整備は、一時的には各企業のコ
スト負担にはなるが、長期的な視点から見れば、従業員の
労働環境改善によるスキルアップが望めるのはもちろん、
企業のリスクマネジメント強化にもつながり、結果的に、
企業力のアップになるとの判断から、導入が賛同された。

産業保健の課題はいろいろあるが、それらの中でも特
に解決が難しいといわれているのがメンタルヘルス対策
である。業務に起因したメンタルヘルス不調者の増加は、
労災認定や民事訴訟問題に発展することもしばしばあ
り、ＣＳＲ（企業の社会的責任）などの視点からも、そ
の対策が喫緊の課題となっている。

かつては、大阪ガスグループにおいても「誰もが同じ
労働条件の中で働いているのだから、心の病というより
は体の病気でないか」などという認識から、メンタルヘ
ルス不調を見逃す、あるいはさらに悪化させる例が見ら
れることもあった。しかし、前述のようにリスクマネジ
メントの視点から当社では、昭和50年前頃からいち早く、
健康診断・健康相談の実施等に加えて、厚生労働省が推
進する「健康保持増進対策」に即したストレス対策など
に取り組んできた。

だが、現場の隅々まで社員の状況を把握することは、
産業医では事実上不可能である。そこで、その解決のた
めの一つの糸口として、社員と直接接触する上司が職場
のメンタルヘルスケア知識を幅広く習得するために、次
のような体制を整えている。

理解を深めるための一次予防として、全従業員に対す

るストレスコーピングとセルフケア教育、そして管理監
督者による快適な職場の実現を図り、それと同時に管理
監督者がメンタルヘルスに対する正しい知識を持つこと
が重要となることを訴求した。次に、二次予防として、
メンタルヘルス不調者の早期発見、早期治療のためにも
管理監督者の教育が鍵となるということの認識を深める
ための啓発活動を進めた。

だが、企業活動を行っていく上では、以上の対策を講
じても、一定数のメンタルヘルスケアを必要とする従業
員が出てくることは不可避である。そこで、メンタルヘ
ルス不調による休職者に対する職場復帰ならびに再発防
止のために、三次予防として、次のような支援システム
の構築を行った。
（１）長期療養者に対する考え方

メンタルヘルス不調に対して、一定のプログラムを作
成し、管理監督者などに周知させている。さらに、休業
時の対応や復職時の手順などもマニュアル化しておくこ
とが重要となることから、当社では、労務担当者にその
マニュアルを配布し、周知徹底を図っている。

マニュアルの内容は、長期欠勤期間満了にともなう休
職の取扱いや長期療養者への対応ルール、復職時の手順、
復職後の対応、休業制度など多岐に渡っている。なお、
これらのルールは、就業規則に記載しているのはもちろ
ん、管理監督者の研修内容にも取り入れることで、各担
当者への認識を深めるようにしている。
（２）復職支援に対する対応

当社では休職者が、欠勤または休職期間満期日までに
病気が治癒するか、あるいは軽快し、本人が復職を希望
した場合、主治医による復職可能という復職診断書（就
業に関する意見書）を提示する。
q復職診断書の提示と復職面談日の設定

休職者の復職の申出があった場合、まず復職面談日を
設定する。その際、休業者から、主治医による「就業に
関する意見書」を提出してもらい、担当する産業保健ス
タッフと連携して復職面談日を決めている。
w復職可能性の判断

主治医が提出した「就業に関する意見書」を参考に、
１時間ほど時間をかけて、産業医による復職面談を実施
する。もし面談前に、休職者が産業医との個別面談を希
望した場合には、組織担当産業保健スタッフが同席した
上で意見を聞き、例えば、上司に直接いいにくいような
ことなどがあった時には、事前に理解しておいて、復職
面談の際に産業医として意見を述べるようにしている。
復職面談時には、「発症から現在までの経過」「最近の心

大阪ガス株式会社　人事部　健康開発センター　統括産業医　岡田　邦夫

職場のメンタルヘルス対策における
職場復帰支援のありかた特　集

2. 職場の上司を対象とするメンタルヘルスア対策を実施

3. 職場復帰のための支援システム構築

1. はじめに
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身の状況とライフスタイル、特に睡眠の状況（就寝時
間と起床時間、睡眠の質など）」「復職をいい出したの
は誰か」「休職者がいい出したのであれば、復職できる
と考えたその根拠」などを確認している。

これらの結果を受けて、模擬出勤や試し出勤の必要
性を検討。大丈夫であると判断した時には、模擬出勤
を開始し、これが予定通りに実施できれば復職が決定
される。ただし、復職した場合であっても、再発防止
のために、一定の期間は上司の判断によって業務の軽
減措置をとるように産業医が意見書を作成し、要請し
ている。
e復職後の支援

復職後は、主治医の「就業に関する意見書」に記さ
れた就業条件の見直し期間後に提出される「意見書」
を元に、上司を交えた産業医による面談を、その都度、
実施している。その一方で、上司からの休職者への復
職後の対応、異動の可否、業務不可の変更などについ
ての相談も受け付けている。こうしたように、休職者
の復職後も、折に触れて産業医との面談を実施するこ
とで、円滑な復職と再発防止を図ることが可能となる。

以上でわかるように、職場のメンタルヘルスケアの推
進に当たってもっとも大切なのは、休職者の上司に当た
る管理監督者の知識と実行である。また、不幸にもメン
タルヘルス不調に陥った場合に備えて、早期に発見し、
迅速な対応をすることを熟知しておく必要がある。

さらに、休職者が復職を申し出た時には、再発防止の
ためにも、どのような段階を踏んで復職を進めるのかを、
マニュアルを作成し、的確な対応をすることが非常に重
要となる。

初めてメンタルヘルス不調に陥った者が、再度、メン
タルヘルス不調になる割合は60％ともいわれており、さ
らに何度も繰り返すたびに、再発する可能性は、どんど
ん高くなることがわかっている。会社にとって重要な人
材を、最初に不調がわかった段階で、再発しない40％の
方へ導くためにも、健康管理に関する労務管理者に対す
る系統的な教育を確実に実施することが、メンタルへス
ケア実施のためには不可欠であることを十分に理解して
ほしい。

4. おわりに
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厚生労働省が実施した平成19年度健康状況調査に
よると、現在、職場生活において、強い不安、ストレス
等を感じる労働者は約６割に上っているが、メンタル
ヘルスケアに取り組んでいる事業場は約３割にとどま
っている。また、メンタルヘルス対策に取り組んでい
ない事業場の主な理由として「取組み方がわからな
い」、「専門スタッフがいないこと」が挙げられている。

こうした現状の中（独）労働者健康福祉機構は、厚
生労働省の委託を受け、平成21年度より各都道府県
産業保健推進センター内に設置したメンタルヘルス
対策支援センターにおいて、メンタルヘルス対策の
総合的な情報提供や事業場のメンタルヘルス対策導
入のための支援を行う（図）。

q 相談・問い合わせ
メンタルヘルス不調の予防から職場復帰支援まで

事業主や事業場のメンタルヘルス担当者、人事労務担
当者などから寄せられるさまざまな相談に、精神科
医、カウンセラー等の専門家が対応し、抱える課題等
の解決を支援する。また、労働者やその家族からの問
い合わせなどにも応じる。
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w 訪問支援
事業場からの要望や労働基準監督署からの紹介に応

じ、専門家が事業場に出向いて、心の健康づくり計画
の策定、事業場内体制の整備、労働者等へのメンタルヘ
ルスについての啓発の行い方など、事業場が職場のメン
タルヘルス対策の導入・実施を進め、改善するための支
援を行う。
e 情報提供、説明会

事業主や事業場のメンタルヘルス推進担当者からの
問い合わせに応じ、メンタルヘルス対策に関する総合
的な地域の情報の提供を行う。また、労働局、関係団
体とも連携し、厚生労働省が先ごろ改訂した「職場復帰
支援の手引き」等についての説明会を開催する。さら
に、ホームページにおいても、メンタルヘルス対策に
係る国の指針・パンフレット、地域の情報を提供する。
r 交流会・事例検討会

心の健康問題で休業した労働者の職場復帰支援を
円滑に進めるため、産業医等事業場の産業保健スタッ
フと医療機関や相談機関等との連携の必要性が指摘さ
れている。このことから、関係団体等の理解と協力を
得て、事例検討会や交流会を開催することにより、関
係者間のネットワークの形成を促進する。
t 相談機関登録・公表

機構本部の「相談機関登録窓口」において、国の定
めた登録基準に適合する相談機関の登録・公表を行う。

職場のメンタルヘルス対策における
職場復帰支援のありかた特　集

（独）労働者健康福祉機構産業保健部

図　メンタルヘルス対策支援センター事業概要

1. 事業の目的

2. 事業の内容



ら著しく減少しているものの、業種別にみた死亡事故発

生状況において、平成20年度の全死亡者数1,268人のうち

の430人が建設業であり、これは全体の約34％を占め、産

業別にみて第１位となっている（図および表参照）。型別

にみても「墜落･転落」、「飛来･落下」、「崩落・倒壊」な

どについては建設業が第１位となっている。産業医とし

ては安全衛生委員会等での事故災害報告を精査し死傷事

故発生の原因の追究に努め、再発防止に留意することが

大事であろう。

建設業ではしばしば高所における作業があるが、その

際の安全確保を目的とした法的な基準がある。詳細は労

働安全衛生規則等の解説書を参照していただきたいが、

例えば、手摺りの高さや形状、足場板等についても基準

が定められている。産業医として、それらが遵守されて

いることの確認はいうまでもないが、そのように安全性

の高い環境が整えられていても、実際に作業を行う作業

者の中には手順を省く者がいて、思わぬ事故につながる

こともある。防止には標準の手順の徹底が求められる。

また、安全衛生保護具である安全帯などの正しい使い方

の徹底も必須事項といえる。

法令順守を意識として徹底することが安全につながる

ことは間違いないことであろう。産業医として建設業に

関わる場合、いわゆる元請業者である総合工事業者の産

業医として関わることがほとんどであろうが、元請の労

働者だけが産業医の対象ではなく、その作業現場に出入
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わが国では産業医の具体的な業務に関して、法制度と

してかなり詳細に定められている。したがって、そうし

た定めを業務の大枠とした上で、その目的の実質的な徹

底を図るようにするということが基本になる。その基本

を実践することで一定の成果が期待でき、制度的にきわ

めて優れたものである。

このことは建設業に限らず製造業やサービス業のよう

な他のあらゆる産業においても原則的には同一であり、

まずは法令に準拠した内容で進めることが間違いのない

方法と思われる。ただし、法令にとらわれすぎて担当者

に過剰な負担となることもあるので、場合によっては、

近い将来の課題とするくらいの柔軟な配慮も時として有

用であろう。

ここでは、自験例や伝聞を織り交ぜて建設業における

産業医としての留意点について述べる。

労働安全衛生という語は大きく分けて安全と衛生の２

つの領域となるが、建設関連(土木建設関連としてもよい)

の事業場の産業医としては、まずは安全に関しての留意

が第一となる。厚生労働省から公表されている「死亡災

害報告」によれば、死亡災害は昭和40年代頃の高水準か

産 業 医 活 動
実 践 マ ニ ュ ア ル q

2009.7 第57号

1.

業
種
別

2.
q 背景にあること

w 法令順守と労働者の意識
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48歳の男性電気工についての経験であるが、安全衛生

委員会での報告では単なる立馬からの転落事故であった

が、よくよく調べてみると転落事故を起こした当人はア

ルコール依存症であった。

アルコール依存症は断酒以外に確実な治療法はないが、

それまでアルコール依存の状態にあったところからいき

なりアルコールを断つようなことを試みると強い離脱症

状を呈することがあり、それが事故の原因になったと考

えられる。このような例では、当然医療機関での適切な

治療がなされなければならない。

アルコール依存症者の断酒開始で最大の問題は離脱症

状を乗り切ることである。手指の震えや発汗に始まり、

動悸や脈拍数の増加がともなう。さらに進行して意識障

害や幻覚が出現するのであるが、このような状態で就業

するというようなことは考えられない。

この例は日頃からアルコールに親しみ過ぎていた作業

者が止めようと決意して断酒したのであるが、その翌日

の就業時に離脱症状が出現して立馬から転落してしまっ

たものである。立馬のような高さ１メートル程度だった

ので、この事例では足首の関節の捻挫で済んだのである

が、高所からの転落だとしたら死亡事故につながってい

たであろう。

作業者の中には経歴にいろいろなエピソードを積み重

ねている者もいる。54歳男性の土木作業員であるが、以

前は調理師として仕事をしていたとのことである。仲間

内で不義理することがあって、その世界では働けなくな

り、さらに相当額の負債から逃れるために失踪してしま

い、身内から捜索願が出されていた。住込みの土木作業

員の募集に応募して、その会社に就職したが、身体不調

で休みがちであった。嚥下障害を感じるようになって初

めて消化器科を受診、末期の食道がんと診断されている。

この事例も健診未受診であった。

土木建設の現場ではいわゆる住込みという形態で就業

することが可能であり、この事例では規模の小さい建設

りする労働者全員を対象とするという考え方が求められ

る。そして、そのようにすることが多くの労働者の健康

の保持増進につながると考えられる。

健康診断は事業者に実施する義務があり、労働者には

受診する義務がある。実際に健康管理業務に携わってい

て困ることであるが、事業者が法に基づく健康診断をき

ちんと実施しているのに、その健康診断をまったく受診

しない労働者がいることである。建設業のように健康管

理の対象者にブルーカラーの労働者の比率が高い産業で

はそれが低い産業（ホワイトカラーの労働者の比率が高

い産業）と比べ、未受診のために見逃されてしまった健

康問題に起因する安全上のリスクはより大きいものと考

えられる。

具体的には、機械作業等の操作に関連する問題として

深刻である。なにも建設業に限るわけではないが、作業

の多くがいわゆる肉体労働である場合、作業に従事する

労働者の健康は、まずもって確保されていなければなら

ない重要事項であり、その確認は定期健康診断において

行うことが原則である。定期健康診断未受診の労働者に

対しては労働安全衛生法第66第5項にあるように労働者自

らが受ける健康診断という便法があるが、医療機関に働

く労働者ならばいざ知らず一般の労働者には無理な相談

であろう。

また、産業医であればどなたもご存知と思うが、健診

後の事後措置として産業医の指示を出すこともできる。

就業制限や就業禁止というのは相当に厳しい処置であり、

頻繁に行われてよいものではないが、例えばコントロー

ル不良の高血圧や虚血性心疾患などの疾患がある場合に、

所定時間を超えた勤務や出張を禁じたりすることがある。

また、感染性疾患ならば就業禁止の措置がとられる場合

もあり得る。健診結果が確認できれば、それに基づいた

さまざまな指導ができる。
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q 健診受診のすすめ

w 健診結果の活用

r 未受診者での問題例（その２）、稀な事例

3.

e 未受診者での問題例(その１)
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ることが多く、あまねく目を光らせることが困難なこと

が多い。また、それぞれの現場の業務は総合工事業者が

発注者と事業の契約を結び、その下に専門工事業者と呼

ばれる下請の企業が必要に応じて作業を行うという図式

がほとんどである。下請についても二次下請け、三次下

請けと重層構造となっていることもあり、現場に出入り

する作業者の正確な把握するのも相当な負担となる。

これらのことを考えれば、相当な困難をともなうと思

われるが、可能であれば、下請作業者についても健康診

断の成績の提出を求めるのはひとつの識見であろう。も

ちろん個人情報の取扱いについて適切な説明がなされな

ければならないが、その現場で働く労働者については元

会社を経営していた経営者が生活保護の申請の世話をし

てくれたため、役所の担当者から親族関係の詳細を尋ね

られ、姉の存在が判明し、最終的にはターミナルケアの

段階で身内に見守られながら息を引き取ったとのことで

ある。

この事例は生活習慣についても問題があり、このよう

な不幸な事例は健診を定期的に受診することによりある

程度は予防することができるはずであり、産業医の姿勢

としてすみずみまで目を光らせることが求められる。

建設業の特徴であるが、現場があちこちに散在してい
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図　死亡災害発生状況の推移

t 未受診者の解消に向けて



請会社の積極的な姿勢として評価されるべきことではな

いだろうか。

労災に関する資料を見ると、このところ精神障害の申

請、認定が漸増している。40～50歳くらいの現場責任者

のメンタルヘルス不調は教科書などにもよく記載されて

いるところである。

伝聞の事例であるが、57歳の男性で工事現場の責任者

（現場所長）をしていたが、埋設管の数が通常の2.5倍とき

わめて多数の現場で、それぞれの埋設管に関して取扱い

を正確に調べなければならず、そのための時間が予想以

上にかかってしまっていた。現場責任者としては完工予

定の期日に遅れまいとして頑張るのであるが、それが無

理であることもあり、この例では月当たりの時間外労働

時間が130時間を超えるような過重労働となり、メンタル

ヘルス不調をきたしたものであった。

この場合、現場の安全パトロールで巡回訪問した元請

会社の安全衛生担当部署のベテラン担当者が責任者の様

子が普段とは違うことに気づき、産業医に報告したとこ

ろ休養が必要であるとする産業医の意見書が出されてこ

となきを得たとのことであった。

問題点は工事の完成が契約書に書かれた日時に遅れる

わけにいかないということであるが、契約そのものが通

常の事態を想定してのものであるから、通常ではない時

の例外的事態に対する配慮のある契約であればことが済

むことになると思われるが、そこまで産業医の守備範囲

かどうかは定かではない。

建設業の世界は義理人情に厚い世界である。特に付き

合いということにはこまめに対応する。冠婚葬祭という

ことだけでなく、日常の単なる飲み会などでも都合をつ

けて参加するのが慣わしのようである。産業医としても

義理人情に厚くならざるを得ない。産業医も生身の人間

であるから、無理は控えなければならないが、付き合い

にはきちんと対応することが会社やその会社で働く人た

ちとの信頼関係を築く上で肝要なことである。

建設業に限らず産業の現場は待ったなしである。いう

までもないが、産業医にもスピードが求められる。また、

会社およびそこに働く労働者との間の信頼関係の構築が

肝要である。営業の世界であったら、そのためには実績

を上げることとなるのであろうが、建設業の世界では安

全の確保が重要視されており、産業医としては安全に力

点を置いた健康管理をある程度の迅速性をもって進める

ことが有効であろう。
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6.

表　平成20年における死亡災害発生状況
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配布資料を作成するにあたり、１．目的、２．対
象者、３．目標設定（資料を配布してどのような効
果を期待するのか）、４．関連資料の収集方法、５．
関連資料収集および資料作成に利用できる機関およ
び機器の把握、６．資料の配布方法などを事前に準
備しておくことが重要である。

対象者別資料作成の目的および必要性について
は、資料作成の方法（２）および（３）を参照して
ほしい。基本的なこととして、エビングハウスの忘
却曲線（図1）に見られるように、人は聞いただけ、
見ただけでは忘れやすいので、講演会や健康教育等
で伝えたいことを資料にして配布する。また、産業
医と経営者や一般社員との間の「共通言語」として
指摘されている1）ように、資料の記述は相手に理解
されやすい言葉であることが非常に重要である。例
えば、医学用語をわかりやすく解説した本2）が産業
医等による健康教育の資料作成に参考になる。

その他、対象者別資料作成で注意してほしいこと
を以下にあげておく。
事業者：生産性、企業継続計画など経営に関連づけ

る情報を盛り込む。
産業保健スタッフ：自社内教育用資料には、中央労

働災害防止協会や都道府県産業保健推進センター
の主催する研修会の紹介も有益である。

労働者：安全衛生に関する行動変容を起こさせるよ
うな資料の作成・提供方法を考える。ビデオによ
る教育だけでは不十分、その企業や労働者のニー
ズに合った内容の資料を同時に配布する。その際、
産業保健スタッフが同席し、質問などに対応する。
もし企業内に適当な産業保健スタッフがいない場
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合、都道府県産業保健推進センターに相談し、講
師を紹介してもらうことも検討する。

その他（会議資料など）：安全衛生教育を実施したら、
目的、時期、参加者、参加の評価など記録に残す。
安全衛生委員会の議事録は、全員が閲覧できる状
況で配布することが求められている。最近は、安
全（健康）配慮義務違反等により、１度災害が発
生した場合、民法による裁判によって、事業主は
高額な賠償金を支払う事例が増加している。有害
業務の配置前の教育の有無や内容が、将来職業性
疾患が発生した場合の訴訟対策にもなる。

図書、チェックリスト、ビデオ、CD-ROM、DVD
等既存の教材は各都道府県産業保健推進センターで
無料貸し出ししており、タイトル等ホームページか
ら参照できる。また、健康教育・労働衛生教育に使
用できるパワーポイント教材3）が出版され、各自カ
スタマイズが可能である。メタボリックシンドロー
ム、職場のうつなど35の項目が網羅されている。そ
の他、資料の作成に必要な情報の入手先として、イ

（独）労働者健康福祉機構　福岡産業保健推進センター　

産業医科大学産業生態科学研究所作業病態学　

1

産業保健における安全衛生教育に関する
配布資料について

5

2

3

図１. エビングハウスの忘却曲線



21 172009.7 第57号

ンターネット上の情報は、不正確であったり、１個
人の意見のこともあるので、出典や情報提供元を常
に確認する。情報の中には無断で利用できないもの
が含まれているので注意する。インターネット上で
利用できるデータベースの一部を紹介する。
１）新型インフルエンザがわかる啓発スライド：日

本公衆衛生学会よりパワーポイントの資料が提供
されている。新型インフルエンザの基礎、新型イ
ンフルエンザの予想される被害、新型インフルエ
ンザ対策の必要性などがある。
http://www.jsph.jp/

２）（独）労働政策研究・研修機構：当機構ホームペ
ージ「労働図書館」コーナーの「労働文献目録」に採
録された論文についての情報を収録している。情報
は著者名、掲載誌名、巻号、目次等で構成され、随
時更新している。
http://db.jil.go.jp/cgibin/jsk012?smode=srcdsp&
dbname=1F

３）厚生労働省法令データベース：本システムに登載
されているデータは、厚生労働省所管のすべての法
令・通知・公示等を網羅しているわけではない。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html

４）安全衛生情報センター：法令通達が検索可能で
ある。また、災害事例（平成3年から18年までに
発生した死亡災害の個別事例全数について、発生
状況の概要を紹介している）や工夫・改善事例等
を参照できる。
http://www.jaish.gr.jp/

５）産業衛生学会雑誌の論文は2003年より無料で入
手できる。
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/sangyoeisei/-
char/ja/

６）日本衛生学雑誌の論文は1948年より無料で入手
できる。
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjh/-char/ja/

７）メディカルオンライン（有料）：医療関係者の
ための医療情報の綜合WEBサイトである。
http://www.meteo-intergate.com/journal/
jsearch.php?jo=cf8sangy&ye=2007&vo=49&issue=1

８）医中誌パーソナルWeb（有料）：
https://www.so-net.ne.jp/medipro/common/cgi-
bin/LoginCDisp3.cgi

９）PubMED（無料）：
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

10）産業医科大学ホームページ：産業医学関連情報
http://www.uoeh-u.ac.jp/JP/medical/support/
database.html

公開できるツール／データベースには、職場に
おけるうつ病と自殺を防ぐための管理監督者用マ
ニュアルなどを公開している。

大学等安全衛生委員会　労働安全衛生マネジメ
ントシステム（産業医科大学）：
http://www.uoeh-u.ac.jp/JP/medical/oshms/
index.html
過重労働対策ナビ： http://www.oshdb.jp/

11）女性にやさしい職場づくりナビ（厚生労働省委
託 母性健康管理サイト）：
http://www.bosei-navi.go.jp/

12）セクシュアルハラスメント関係（厚生労働省）：
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/
danjokintou/kigyou01.html

13）産業保健21：（独）労働者健康福祉機構より、創
刊号から最新号まで提供されている。各号はその
時期に重要な内容を含んでいるので、資料作成に
有用である。
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/sanpo21/
ms_sanpo21.html

14）ストレス判定（個人および集団（職場）別）職業性
ストレス簡易調査票（東京医科大学公衆衛生学講
座ホームページ）：
http://www.tokyo-med.ac.jp/ph/ts/
sutoresutyousahyou.htm
15）労務安全情報センター（意外にも、パンフレ
ット情報）：中小企業の安全衛生管理の進めかた

（28ページ）, 腰痛を防ごう（20ページ）などかなり
詳しい情報をPDFファイルで入手できる。
http://labor.tank.jp/panfret.html#010

手書き：ワープロにはないあたたかみがあり、活字
より説得力を発揮することもある。

コンピュータ：ワード、エクセル、パワーポイント、
動画編集ソフトなどを活用する。

エクセルを用いたグラフや表をワードに貼り込
むことにより、経年的変動を定期的に資料作成す
る場合、資料作成の時間を短縮できる。

スキャナー：図書、雑誌、新聞など最新の情報をス
キャナーで取り込み、ワード文書やパワーポイント
に利用する。資料作成の時間短縮に効果的である。

ビデオ、デジタルカメラ：職場巡視、気づいた時に
使えそうな写真、動画を撮る。動画は編集ソフト
を用いて教材を作成し、DVDに書き込み配布する
ことも可能である。

録音機器（ＩＣレコーダなど）：安全衛生委員会の

4



CD-ROM等で資料を配布できる。各個人の電子メー
ルによる配布では、インターネット上にある詳しい
情報にリンクすることにより、さらに詳しい情報を
提供できる。また、ビデオ、DVDを使用すれば、動
画も含めて配布できる。

インターネットによる資料の配布は、見たい時に、
繰り返し参照でき、動画も配信できることから資料
配布の効果は高いと考える。われわれは、録画した
メンタルヘルスに関する研修会等をホームページ上
で配信したり、インターネットを介したテレビ会議
システム（パワーポイントの資料を共有して数名が
同時にアクセスでき、記録を残したり海外とも交信
できる：図３）を試験的に実施しているが、費用や
動画配信のファイル作成のマンパワーの不足もあ
り、さらに電話やファックスより煩雑なこと等の理
由で普及は進んでいない。しかし、IT技術やソフト
は急速に進歩しており、保健指導等産業保健現場で
も、必要になれば活用できる資料の蓄積は重要と考
えている。

産業保健現場における資料作成の頻度は増加して
おり、産業保健スタッフは忙しい中で効果的な資料
を効率よく作成することが求められている。そのた
めには、従来の方法に加えて、IT技術を活用した情
報収集、資料作成および資料配布が不可欠と考える。

内容や研修会などの講演を録音しておき、配布資
料の作成に活用する。より正確な資料の作成が可
能になるが、発言者や講演者に再度内容を確認し
てもらい配布する。
その他、コンピュータ上のPDFファイルの図や表

でコピーできない場合、画面コピー機能を利用し、
画像としてJPEG形式として保存し、トリミング等の
加工後、パワーポイントやワード文書に利用する。

１）パワーポイントの配布資料印刷：パワーポイン
トの印刷機能を使用すると余白が多くなり、文字
が読みにくいことがある。その際、プリンタードラ
イブによる印刷機能を使用する。例えば、RISO
ORPHIS X7250 では、プロパティの中のレイアウト
の面付けでＮアップ、面数４面とし、基本で原稿サ
イズＡ４横にする。その上で、パワーポイントの印
刷では、印刷対象をスライドに設定すると余白が少
なく大きな活字となり読みやすくなる。

２）パワーポイントの画像をワード文書に貼り付け
て、説明文書を加えた配布資料を作成する。重要
なパワーポイントの画像を一度１度JPEG形式に保
存し、ワード文書に貼り付ける。または、パワー
ポイントのファイル から送信を選択し、Microsoft
Office Word（W）からワードに変換することもでき
る。A４の用紙に３枚ずつスライドが貼り込まれ
る。図を拡大したり、コメントなどを書くことも
できる（図２）。

研修会、企業内メール、ファックスでは紙または
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海外出張により海外生産拠点にお
ける技能担当および人材育成業務な
どを担当していた労働者が、海外出
張から帰国後、東京都内に出張した
際、滞在先のホテルにおいてくも膜
下出血にて死亡したことにつき、労
働者の妻が、労働者災害補償保険法
に基づき遺族補償年金および葬祭料
の支給を請求したところ、相手方の
松本労基署長が、労働者の疾病は業
務に起因するものではないと判断し
ていずれも不支給とする決定をした
ので、労働者の妻が本件各処分の取
り消しを求めた事案である。なお、
当該労働者の発症１カ月ないし６カ
月間に渡っての１カ月あたりの時間
外労働時間数はいずれも30時間未満
であり、土日の休日も確保されては
いたが、一方で、通算10回、出張期
間が合計183日になる海外出張での
勤務をしており、発症直前の東京出
張は、当番制により24時間勤務であ
ったが、労働者は日勤勤務であった。
また、労働者には飲酒習慣があり、
健康診断において、高脂血症、脂肪
肝を指摘され要治療とされていた
が、飲酒の習慣は継続しており、発
症前日、２日前にも相当量の飲酒を
していた。

１審（長野地判平成19.3.30 労判
968号89頁）は、業務の過重性につい
て、「多数回の海外出張をしている
ものの、長時間の時間外労働は認め
られず、その労働密度も高くはなく、
その勤務体系、業務内容、労働環境
及び生活環境等にも照らせば、海外
出張による疲労の回復が妨げられ、
疲労が蓄積するような状態であった
とは認められず、被災者の基礎的疾
患を自然経過を越えて著しく増悪さ
せ、くも膜下出血を発症させ得るほ
どの過重な業務とまでは認められな
い」とし、発症直前の東京出張につ
いても、「長時間の時間外労働は認
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められない上、その勤務体系、業務
内容、労働環境及び生活環境等にも
業務の過重性を基礎づける事情があ
ったとはいえない」とした上で、

「当時、被災者の基礎的疾患が自然
経過によりくも膜下出血を発症させ
る寸前までに増悪していた可能性を
否定できない」として、業務起因性
を否定して労働者の妻の請求を棄却
した。

これに対して２審の本件において
は、海外出張について「労働時間、
業務内容、勤務体制、国内・海外出
張先の労働環境、生活環境などの点
をみれば、被災者の心身に特に大き
な負荷があったとは伺われない」と
しながら、労働者の海外出張は、10
回・合計183日間にわたるものであ
り、精神的、肉体的に疲労を蓄積さ
せるものであることは明らかである
のみならず、海外出張中に従事する
技能検定業務は、個人差や言葉の違
いのほか、生活習慣面も異なること
から、通訳を介しても難しい仕事で
あったこと、マニュアル等はあった
が、その業務自体精神的緊張を伴う
ものであり、リワーク業務について
も、かなりの知識と技術が要求され
るものであり、相当の精神的緊張を
伴うものであったとした。発症直前
の東京出張時のリワーク業務につい
ても、立ち仕事ないし動き回る仕事
であり、足や腰が疲れる作業であり、
人材育成や技能検定の業務とは性質
を異にするもので、24時間体制がと
られ緊急性のあるものとして精神的
に相当な緊張を伴うものであったと
し、ホテル住まいで、終業後もくつ
ろぐ環境にはなかったとした。一方
で、労働者の飲酒習慣やリスクファ
クターについては、本件発症当時、
労働者の基礎的疾患病態が、その抱
える個人的なリスクファクターの下
で自然の経過により、いつくも膜下
出血を発症してもおかしくない状態
まで増悪していたとみるのは困難と

し、原審を取り消し、控訴人の請求
を認容した。

本件は、海外出張における業務が、
時間外労働時間数でみれば認定基準
の「45時間」を下回り過重な業務に
該当しない場合でも、当該業務遂行
による疲労の蓄積を重く評価して、
業務と疾病との業務起因性を認めた
点が注目される。なお、本件におい
ては、１審２審共に、熊本地裁八代
支部事件（最二小判昭51.11.12労判
272号カード41頁）・地公災基金東京
都支部長事件（最三小判平8.1.23労判
687号16頁）・地公災基金愛知県支部
長事件（最三小判平8.3.5労判689号16
頁）の３つの最高裁判例（前者は、

「労働者の疾病に業務起因性が認めら
れるためには、当該業務等と労働者
が従事していた業務との間に相当因
果関係が認められることが必要であ
る」とし、後二者は、「上記相当因果
関係が認められるためには、労働者
が従事していた業務に内在ないし通
常随伴する危険の現実化として、当
該疾病が発症したものと認められる
ことが必要である」とする）と脳・
心臓疾患についての業務起因性の判
断についての行政解釈・判例の判断
基準（過重な業務により、基礎的病
態を自然経過を越えて著しく増悪さ
せ疾病を発症したと認められる場合
に業務起因性を肯定する）を引用し
ておきながら、判断を異にしている
点も注目されよう。

今後の実務的運用においては、海
外出張している労働者の業務が過重
になっていないか判断する際に、時
間外労働時間数だけではなく、その
業務内容の実質を十分にチェックし
て、不慣れな地での業務で労働者が
疲労を蓄積させるようなものになっ
ていないかどうか判断するためのチ
ェックリストのようなものを作成し
て、定期的に点検する必要性が指摘
できよう。

松本労基署長（セイコーエプソン）事件・東京高判平成20.5.22 労判968号58頁

ロア・ユナイテッド法律事務所　弁護士　

判　例 ・ 労 災 認 定 事 例 に み る 産 業 保 健
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オフィスのIT化が進んだことで、

VDT障害の症状を訴える勤労者は増

加の一途をたどっている。VDTとは、

Visual Display Terminal（コンピュー

タの表示機器）の略であるが、長時

間にわたってパソコンのディスプレ

イを見続けたり、あるいは同じ姿勢

でパソコン作業を行うことで起こる

勤労者の健康トラブルは、もはや社

会問題化していると言っても過言で

はない。

一般的な症状として挙げられるの

は、眼精疲労やドライアイといった

目の症状の他に、肩こりや腰痛など

がある。これらは、解消されないま

ま長い期間放置されると、頭痛や睡

眠障害、そして抑うつ状態なども招

きかねない。

そこで、関西労災病院・勤労者予防

医療センターでは、高野賢一郎理学療

法士が中心となり、VDT障害を解消す

るための職場体操を考案し、啓蒙活動

を行っている。一般的に、工場などで

作業労働が行われる職場では、就業前

にラジオ体操などが行われるケース

が多い。しかし、デスクワークの勤

労者が多い職場では、体操が実践さ

れていることは稀である。

「パソコンのキーボードを叩き続

けたり、長時間にわたって同じ姿勢

を強いられるデスクワーカーの方は、

筋肉疲労が起こりやすく、血行も悪

化しがちです。このような状態が続

くと、肩や腰の痛みなどが起こりや

すくなります。また、首を前に傾け

た姿勢でデスクワークを続けること

で、頸椎にも負担がかかり、首の痛

みなども生じやすくなります。作業

労働を行う方ばかりでなく、それぞ

関
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ＶＤＴ障害予防のための
ミニマム・ストレッチを考案

左から）森恵美事務員、中野浩之事務長、増田潤子管理栄養士、
横川朋子予防医療部長、高野賢一郎理学療法士、老谷るり子保健師
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れの業種に適した職場体操が必要で

す」（高野理学療法士）。

同センターでは、VDT障害予防の

一環として、仕事の合間などで簡単

に実践できる“ミニマム・ストレッ

チ”を考案している。わずか30秒ほ

どの体操で血流の改善を行うもので、

あえて体操の時間を設けなくとも

個々のタイミングで行えるため、実

践が習慣付きやすい。また、身体障

害者の勤労者に向けた職場体操、あ

るいは営業職、介護職、トラックド

ライバーなどの運輸関係に従事して

いる勤労者に向けた体操も考案して

いる。各業種の体の使い方を熟知し

た、理学療法の分野からアプローチ

する同センターの職場体操は、勤労

者の健康トラブル解消に有効である。

また同センターでは、企業に向け

た職場体操のビデオ作成や監修も行

っている。一度きりの指導では正し

く理解することが難しい体の動かし

方を、映像で繰り返し伝えることで、

熟知してもらうことが目的である。

「職場で就業前や昼休みの時間に

ビデオを流すことももちろんですが、

このような映像をパソコンでも見ら

れるように配信することで、職場体

操が実践しやすくなるはずです。体

操の考案だけでなく、誰もが気軽に

体操に取り組める環境作りも、職場

での健康トラブルをなくすための大

切なポイントとなります」（高野理学

療法士）。

昨年度より「特定健診・特定保健

指導」が始まっており、対象者には

運動や食事に関する指導が行われる

が、個々の自主的な取組み姿勢も

“メタボ解消”の重要な要素となる。

そこで同センターでは、対象者のモ

チベーションを持続させるための効

率的な指導が行えるよう、指導者で

ある保健師や管理栄養士を対象とし

て、スキルアップのための講習会を

開催している。

「肥満の解消には運動が不可欠で

すが、軽度の肥満の方と重度の肥満

の方あるいは運動する意欲のある方

とやる気のない方に対し一律に運動

指導をしても、実践することはなか

なか難しい。取り組みやすい栄養指

導とともに、それぞれの対象者に適

した、効率的で安全な運動指導をす

ることが、肥満解消の近道となりま

す」（高野理学療法士）。

現在、30代の運動実施率は、13％

という低い水準にあるという。高齢

になるほど自身の健康に気を使うよ

うになるが、働き盛りで健康面にも

さほど不安を感じない30代は、忙し

さも相まって積極的に運動に取り組

む機会も少ない。しかしこのような

生活環境は、将来的に肥満や腰痛を

はじめとするさまざまな疾患を招く

ことにもなりかねない。

「内科のみ、あるいは整形外科の

みの指導ではなく、さまざまな科が

連携して指導を行うことが、メタボ

リックシンドロームやVDT障害を根

本から解消する効率的な方法になる

はずです。トータルな健康指導と多

施設間大規模研究を実施できるとい

う点からも、全国の労災病院、勤労

者予防医療センター、予防医療部そ

して産業保健推進センター が一丸と

なって、勤労者の健康トラブルに取

り組んで行く必要があるでしょう」

（高野理学療法士）。

様々な測定機器を
用いてきめ細かな
検査が行われる

指導者への
スキルアップ講習も実施

日本中小企業福祉事業財団（フルハップ）での運動指導

さまざまな測定
機器を用いて
きめ細かな検
査が行われる
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加え、がんや難病等の就労支援を要

する疾病とすることを適当とした。

また、勤労者医療のゴールを予防

から社会復帰にとどまらせず、職場

復帰および療養と職業生活との両立

のための支援（以下、両立支援）と

いう基本的な考え方に立ち、労災病

院を勤労者医療の中核的な拠点とし

て整備することで、職場復帰・両立

支援の対策を総合的に進めることと

した。

そして、その結果に基づき職場の

役割を含め、職場復帰・両立支援等を

促進するためのシステム等のあり方

をまとめて厚生労働省に対し意見を

具申すべきこととした。

これら３つの提言をもとに、労災

病院を中核的な拠点とするための７

つの個別的提言がなされ、その中で

労災病院における職場復帰・両立支

援を実施するための高度専門医療の

推進や、労災疾病等13分野研究、勤

労者医療総合センター等の充実など

について触れられている。

今後の進め方としては、平成21年

2月27日に厚生労働大臣から示され

た本年度を始期とする機構の第2期中

期目標において、職場復帰・両立支

援等を機構が推進することが求めら

れていることから、組織を挙げて

「勤労者医療」の推進に取り組んでい

くこととしている。

職場復帰や両立支援の中核に
「勤労者医療のあり方検討会」報告書

（独）労働者健康福祉機構

去る４月17日、（独）労働者健康福祉

機構（以下機構）は、「勤労者医療のあ

り方検討会」の報告書を取りまとめ

た。平成20年7月より、今後の勤労者

医療のあるべき姿と労災病院が勤労

者医療における中核機関として果た

すべき役割等について検討すること

を目的として設置されたもの。以来、

4回にわたって議論を重ねてきた。

報告書では、疾病と職業生活をめ

ぐる現状を踏まえて、３つの提言が

なされた。

まず、勤労者医療の定義や範囲の

見直しを図り統一をしていくことと

し、「勤労者医療」の対象となる疾患

の範囲を、職業病、作業関連疾患に

策；「過重労働による健康障害防

止のための総合対策」に基づき、

労働時間管理、健康管理等に関す

る法令の遵守徹底のための監督指

導等を行う

イ．メンタルヘルス対策；「労働者

の心の健康の保持増進のための指

針」や改訂した「心の健康問題に

より休業した労働者の職場復帰支

援の手引き」等について周知を行

うとともに、「メンタルヘルス対策

支援センター」の活用を勧奨する

等、企業における体制整備等につ

いて指導等を行う

――などの方針を示した。

また、自殺対策については、都道

府県の関係各機関と連携を図って適

宜対策を講じていくとともに、自殺

予防週間などの、あらゆる機会を通

じて、その防止を訴えていくことと

している。

そのほかでは、労働基準行政、職

業安定行政、雇用均等行政などが、

それぞれの専門性を発揮しながら、

ディーセント・ワーク（働きがいの

ある人間らしい仕事）の実現を意識

し、各行政間の連携を、より一層密

にしていくことなどが、改めて示さ

れた。

景気冷え込めども安全衛生対策は後退させず
厚生労働省：平成21年度運営方針

厚生労働行政の動きを指し示す、

平成21年度地方労働行政運営方針が

明らかになった。

同方針では、「急激な景気の冷え込

みから全産業において経費抑制の圧

力が強まることが予想される」とし

ながらも、「労働者の安全衛生対策に

係る取組については、後退すること

があってはならない」と、職場の安

全衛生対策の、一層の推進を促した。

重点施策として、産業保健に関し

ては、特に、「過重労働による健康障

害防止対策及びメンタルヘルス対策」

を掲げ、それぞれに、

ア．過重労働による健康障害防止対



「事故が起きてからの対応

では遅すぎる」。

長時間労働が原因とみられ

る脳出血で家族を失った遺族

は、会見でこのように語ったと

新聞に掲載された。

本書の監修者でもある和田

攻・産業医科大学学長が第１章

に執筆した「過重労働による健

康障害を中心とした対策の歴史と現状」によると、過重労

働による健康被害が大きな問題となったのは比較的新し

く、1970年代後半頃から労災補償を求めた社会運動とし

て発生したという。そして「当初は産業保健としては傍観

の立場をとっていた」ともいう。

しかし、平成18年4月1日に改正労働安全衛生法が施行

され長時間労働者への面接指導がが義務化され、平成

20年4月1日には、小規模事業場においてもスタートした。

つまり、産業医は法的に“当事者”としての役割を担うこ

とになったのである。

本書は第3章から第5章まで多くのページを用いて、個

別の病態・疾病の臨床と予防管理を記述している。本書

があえてタイトルに「Common Diseases」（一般的には

“よくある病気”と理解される）と使用しているのは、本書

が医学の現場から、特に臨床面を重視して解説したもの

であるからだ。長時間労働等を背景とする健康障害には

個別の疾病があり、医師はそれらについて幅広く知識を

持ち、面接指導等に生かさなければならないからである。

本書は長時間労働者のみならず、労働者全般の健康問

題を病態別に把握するには最適のテキストであるといえ

よう。

嘱託産業医の実務
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った先見性は銘記すべきこ

とである。

嘱託産業医として業務を

全うするには、会社組織や

雇用形態、組織内の命令系統についても知っておく必要

があり、それについての説明、さらに労働関係の法律に

詳しい法律家（弁護士）が安衛法をはじめとして、昨年

３月に施行された労働契約法についてもわかりやすく解

説されている。昨今増加している労使紛争についての適

用法規や法理について詳述されていて嘱託産業医執務の

現場では認識しておかなければならない内容が豊富であ

る。その他、地域産業保健センターの活動、職場巡視の

ポイントについていずれも、産業医実務に直接役立つ内

容であり嘱託産業医の産業保健活動に活用いただける必

読の書と考える。

米国の金融不安に端を発した世界的経済不況によって、

わが国の産業界は過去に経験したことのない未曾有の不

況にさらされている。経営環境の激変は中小規模事業所

を直撃し、雇用の問題とともに産業保健の面でも過重労

働による健康障害、メンタル不調者の増加、自殺者数の

高止まり等多くの問題が山積している。大企業に比べて

問題の多い中小規模事業所の産業保健サービスを担って

いるのが嘱託産業医であるが、本書は嘱託産業医の職務

について詳細に記述されている。特にメンタルヘルス問

題、作業関連疾患や生活習慣病の予防は労働者の高齢化

や作業態様の変化にともない重要なテーマとなっている。

また、日医認定産業医制度の発足から産業医の地位を

労働安全衛生法（以下：安衛法）の中に明記し、確立す

るまでの苦難の道程も記述されていて、日本医師会が労

働者の健康を考えて主張していたことが法改正につなが

産業保健 � 編：高田勗
発行：社団法人　全国労働基準関係団体連合会　　
定価　1,050円

東京都医師会　産業保健委員会委員長　北條　稔

和田　攻監修
日本医師会　推薦
発行　財団法人産業医学

振興財団
定価　2500円

産業保健ハンドブック･ 働く人々の
Common Diseasesの臨床と予防管理
―とくに過重労働対策の産業医・産業保健活動の実際―



A

e有機溶剤が床面にこぼれたまま放置されていること

などが考えられます。

また、これらの改善を行った後、作業環境測定を行い

第１、または第２管理区分に評価される状態になったこ

とを確認しなければなりません。

さらに、改善と結果が確認されるまでの間は、臨時的

に防毒マスクを必ず着用することも必要です。

なお、作業環境の評価基準については厚生労働省にお

いて見直しが行われ、改正告示が平成21年３月31日付け

で公布され、一部を除き７月１日から適用されることと

なっています。これにより、一部の有機溶剤について管

理濃度が改正されています。これまでと同じ作業環境の

状態であっても管理区分が変わる場合がありますので注

意してください。
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有害な業務を行う作業場等で、政令で定めるものにつ

いては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作

業環境測定を行い、その結果に基づき厚生労働大臣の定

める作業環境評価基準に従って、作業環境の管理の状態

に応じ、第１管理区分から第３管理区分に区分すること

により、評価を行わなければならないとされています。

また、管理区分が第３管理区分とされた場所について

は、ただちに、所要の措置を講じ、当該場所の管理区分

が第１管理区分または第２管理区分となるようにしなけ

ればならないとされています。

したがって、第３管理区分と評価された場合には、た

だちにその原因を追究し改善を講じる必要があります。

まず、第一に局所排気装置等の環境対策設備の性能に

問題はないか確認し、問題が認められた場合は改善を図

ります。具体的には

q局所排気装置のフィルターやダクト等に目詰まりが生

じることによる圧力損失の増加

w点検口・フランジ接続部等からの漏れ

eファンベルトの損傷・ゆるみ等によるファンの回転数

低下

rファンの摩耗・変形等による局所排気装置等の性能低下

などが考えられます。

その他作業環境を悪化させていると思われる要因を調

べ、問題があれば改善することが必要になります。要因

として、

q局所排気装置の吸い込み気流を妨げる障害物があること

w有機溶剤容器のふたが開放されていること

有機溶剤作業環境測定の結果、第３管理区分の評価となりました。

具体的にどのような措置を講じることが必要でしょうか。
Q

提供・協力　和歌山産業保健推進センター

局所排気装置等の性能低下などの問題はないか確認をし、
問題が認められた場合は改善を図ります。

ただちに原因を追究し改善を！



業時間が500時間を超えると、メタ

ボリックシンドロームの有病率が2.5

～3.5倍に高まった（図２）。今回の

研究ではその理由までは明らかにで

きなかったが、長時間の残業で間食

が増えたり、夕食が遅くなる、座位

の時間が増えて運動不足になるなど

の可能性がある。また、裁量権の少

ない若い世代では、長時間の残業が

大きなストレスとなり、ホルモン等

に影響を与えて、メタボリックシン

ドロームになりやすい体質を作って

しまっているという可能性もある。

人間の行動は、環境に大きく左右

される。環境が行動を大きく歪ませ

ていたら？あるいは、環境が人間の

体質までも変えるほどの大きな影響

を個人におよぼしているとしたら？

健康維持を個人の責任のみで達成せ

21 252009.7 第57号

メタボリックシンドロームの早期

発見、早期介入を目的とした、特定

健診が平成20年度より開始された。

この制度により、メタボリックシン

ドロームやその予備軍と判定された

人には、生活指導が義務付けられた。

生活指導は、個々人の栄養や運動に

介入するものであるが、このような

介入のみで、はたしてメタボリック

シンドロームの撃退は可能だろうか。

今回はわれわれの研究成果に基づき、

メタボリックシンドローム予防の視

点からみた職場環境の重要性につい

て述べる。

図１は（独）労働者健康福祉機構

職員2,161名を対象として、年間残業

時間とメタボリックシンドローム

（MetS）やその予備軍（PreMetS）の

保有頻度との関係をみたものである。

年間の残業時間が増えるとメタボリ

ックシンドロームやその予備軍の頻

度が増加することが明らかである。

統計的に解析すると年間残業時間が

500時間を超えると、メタボリック

シンドロームの有病率が倍近くにな

っていた。その傾向は、45歳未満の

比較的若い勤労者に顕著で、年間残

よというのは無理な話ではないのだ

ろうか。われわれはこの機構職員を

対象として行った研究成果から、勤

労者に対する保健指導においては残

業時間も含めた職場環境というもの

の考慮が重要ではないかと考えるよ

うになった。

現在のように、雇用情勢が厳しく

なると、雇用維持や企業生命維持を

大義名分とし、労働環境が悪化する

可能性がある。先日のNHKの番組で

は、現在の35歳の勤労者は会社の倒

産や給与の引き下げなどさまざまな

不安を抱えて仕事をしている状況が

報告されている1）。このような状況で

は、過重な労働が看過され、それが

勤労者の健康悪化につながる可能性

がある。若年勤労者のメタボリック

シンドロームに対しては、食事や運

動の指導はもちろんだが、労働環境

というものも念頭においた健康教育

が必要ではないかと考える。

（独）労働者健康福祉機構　東北労災病院・勤労者予防医療センター　宗像正徳
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前野さんの取材のために石川県能

美市の加賀東芝エレクトロニクス本

社を訪れたのは５月末。正門横の管

理棟で手続きしようとすると、最初

に健康状態や発熱の有無などをチェ

ックするアンケート用紙への記入を

求められた。新型インフルエンザ対

策である。多くの関係者、関連業者

などが出入りする工場だけに、チェ

ックは入念でなければならない。も

し万一、会社内に感染者が発生すれ

ば、工場の操業にも影響がでかねな

いため、予防措置は徹底している。

前野さんは地元・石川県の医科大

学付属看護学校で学び、看護師を目

指していた。しかし、看護実習で多

くの入院患者と接していたある日、

退院していく患者のその後の健康管

理が職場や地域でどのように行われ

ているのかとても関心を持ったとい

う。病院での治療も重要だが、病気

にならないための支援もまた重要で

あり、自分はその仕事をしてみたい

と思ったという。

め、従来は現場における労災を防ぐこ

とが、保健師や産業医の課題だった。

最近ではこれに加え、生活習慣病の予

防とメンタルヘルス対策が重要課題に

なっている。

現在、同社と前野さんや産業医が最

優先に取り組んでいるのは、メタボ対

策である。同社は設立から25年。若

い社員が多かった会社だが、今や社員

の平均年齢が40歳に近くなり、メタ

ボ対策による生活習慣病の予防が重要

度を増している。

メンタルヘルス対策では「管理監督

者の感度が高いので発見が早く、対策

も迅速」だと前野さん。メタボ対策と

して、会社では前野さんを中心に食事

面での指導を徹底。一例を挙げれば、

食堂の業者と連携した健康メニューの

考案やカロリーや塩分などの情報掲示

などがある。また、ウォーキングを重

視して、「みんなで歩こう」体力向上

キャンペーンを実施している。これま

で「会社から京都までの距離と同じ距

離」や「会社から和倉温泉までの距

離」を歩く運動が行われ自発的健康づ

くりを推進している。

加賀東芝エレクトロニクス株式会社
設　　立：昭和59（1984）年12月
従業員数：971名（平成21年3月末現在）

所 在 地：石川県能美市岩内町1番地1

産業看護職�
奮闘記�

56
Documentary

●�

加賀東芝エレクトロニクス株式会社　

保健師

会社概要

そこで前野さんは看護師としての

３年間の勉強を終えてから、さらに

もう１年勉強を重ねて保健師の資格

を得た。保健師は看護師の国家試験

に合格し、さらに所定の養成課程を

経て保健師国家試験に合格したもの

にだけ与えられる国家資格である。

前野さんの最初の仕事は石川県の

自治体保健師だった。その後、加賀

同社の保健師となった。現在勤続11

年。２児の母でもある。

前野さんの1日は、社内メールのチ

ェック、最近では新型インフルエン

ザなど疾病関連を中心とした最新情

報のチェックから始まる。社内メー

ルには、社員からの健康についての

相談が多い。メールの内容によって

は担当の産業医に連絡し、情報交換

する。同社には常駐の産業医はいな

いが、至近距離にある総合病院の医

師２人を含め５人の担当産業医が

1,000人近い社員の健康管理を担当し

ている。

前野さんは記録ファイルの整理や

健康支援の連絡調整など事務処理が

一段落すると、「社内巡回」に出かけ

る。半導体など最先端製品を開発・

製造する同社の工場敷地は広大であ

る。工場内を見て回る作業は、それ

だけで重労働だ。

半導体製造では化学薬品を扱うた

さん
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柔らかな振る舞いや、静かだが抑揚がある語り口。こ

ちらからの質問には、当を得た言葉で簡潔に応じてく

れる。愚問も、いったんは引き取り正しき問答に直す。

そのあたりに、どこか教育者の香りが漂っている。

小出勲夫さんのことは、語らずともご存じの方は少

なくあるまい。(株)ＩＫ安全サポートの代表取締役とし

て、全国の事業場で安全衛生水準の向上支援を行いつ

つ、厚生労働省や経済産業省などの研究会の委員をは

じめ、中央労働災害防止協会の検討会の座長を複数務

めている。いくつもの顔があり、しかし、いずれの顔

にあっても先達として拝されている。これは、ひとり

衛生管理者に留めて紹介するのは困難と感ずる。そこ

で、まずは教育者たる小出さんからの言を掲げてみる。

「経営者をはじめ管理者の多くは、専門用語を並べ

た説明を求めているわけではなく、『健康』『衛生』『安

全』という本来の言葉の重みを知りたいと願っている

ことが多いものです。時には算術を使って、その意味

を理解してもらうこともあります。災害は、はっきり

企業の財産の損失だとわかるし、品質の向上を図った

りコスト競争に勝つには、働く人が、より健康である

ほどよいのは、理解しやすいでしょう」。

確かに事業場トップには伝わりやすいであろう。そ

の点、「健康とか衛生、安全という言葉に魂を入れるこ

とは、われわれの大きな使命のひとつ」と小出さん。健

康管理はもちろん衛生管理、安全管理でも、必ず“経

営トップの理解が不可欠”といわれるなかで、改めて

重く受け止めたい言葉だ。

さて、そんな小出さんであるから、衛生管理者につ

いての問答は、その“あるべき姿”のご教示に時間が

割かれることとなる。すなわち衛生管理者は、

「事業場トップの考えを具体化するとともに、現場の労

働者の声を吸い上げて実効あるシステムを運用してい

くプランナーであること」

「問題点を的確にとらえて事業場のトップに提言する、

ブレーンであること」

「事業場トップ、スタッフ、ラインの間を紡ぐ者として、

また労働衛生の三管理と生産とを整合させるコーディ

ネーターであること」

――などの役割が期待されているとの由。知識や技術

だけではなく、人としての力量が試されるような役ど

ころである。さらに、「事業場では、今、衛生や安全の

枠にとらわれない仕事が求められています。ですから、

安全管理に対する理解も深めていかなければ」とも。

“ハードル”としては、やや高き設定であろうか。

そこで、行うべき事柄を絞っていただくと、「事業場

はもちろん、社会で起こっている事実についてタイム

リーに収集して解析、改善策をまとめることです。そ

れを安全衛生委員会の議題にすることや事業場トップ

に提言することが肝要」という。

「もうひとつ、ラインの管理監督者との連係プレー

を強化することです。そのためには現場に出ることを

惜しまず、ラインの仕事に興味を持って、さらにライ

ンの管理監督者の協力を得て改善活動を進めることは

きわめて重要」と小出さん。「衛生管理者を各ラインに

１人は配置することを提唱しています」と続ける。

質問が尽きてきたこちらの気配を読み取った小出さ

ん、少し教育者の顔に戻り、「いずれにしても衛生管理

者は単独ではなく、組織のなかで、あるいは労働安全

衛生マネジメントシステムのなかで活動していくもの

と心得て日常業務に当たってもらいたい。その着実な

努力こそが、将来の衛生管理者に伝承されていくもの

ですから」と静かに語ってくれた。

さん株式会社ＩＫ安全サポート
代表取締役
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過重労働とは、健康障害を生じ得る程の過重な労

働負担を指すと考えられる。わが国の過重労働問題

は、いわゆる「過労死」に対し、残された家族の労

働災害補償を求める叫びから発生している。1987年、

実質的に初めて「過労死」の認定基準が制定され、

判例の影響を受けながら数回の改正を経て、現在の

基準に至る。つまり「過労死」という疾患概念には、

必ずしも医学的なものだけではなく、法的領域の要

素も含まれている。

過重労働問題が企業のリスク管理と切り離せない

現状を考慮すると、労災認定基準に含まれる脳・心

臓疾患を予防の対象疾患と考えるのが一般的であ

る。また、有名な電通事件以降、精神疾患について

もその対象と考えられている。

脳・心臓疾患の労災認定基準（2001年12月）につ

いて、詳細は原文を参照いただきたいが、q異常な

出来事、w短期間の過重業務、e長期間の過重業務

のいずれかによる過重負荷を受けたことが認定要件

となる。eについてはさらに、

１）発症前１ヵ月間ないし６ヵ月間にわたって、１

ヵ月当たり45時間を超える時間外労働が認めら

れない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、

45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほ

ど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評

価する。

２）発症前１ヵ月間に100時間または発症前２ヵ月

間ないし６ヵ月間にわたって、１ヵ月当たり80

時間を超える時間外労働が認められる場合は、

業務と発症との関連性が強いと評価する。

と示されている。

精神疾患については、1999年に策定された「心理

的負荷による精神障害等に係わる業務上外の判断指

針」が判断基準となる。基本的考え方としては、q

業務上による心理的負荷、w業務以外の心理的負荷、

e個人的要因、について評価し、疾病との関連性に

ついて総合的に判断される。代表的過重労働である

長時間労働は、もちろん重要な業務上の負荷と評価

される。

過重労働を有害業務とみなせば、これを発生させ

ないことが対策の第一である。労働時間削減が基本

と考えられ、長時間労働が恒常化している職場があ

れば、職場、総務、産業医等により人員増加、業務

配分の再検討、業務縮小、効率改善などについて話

し合われることが望まれる。

一方、企業や業種によっては過重労働をなくすの

は困難な現実があり、健康診断や医師面接などを通

して発見された、ハイリスク者や不調者への対応が

中心となっている現状もある。労働安全衛生法も

2006年に改正され、「時間外労働が月100時間を超え、

かつ、申出を行った者」に対して医師面接を義務化

しており、過重労働に対する産業保健スタッフの役

割は重要度を増している。最近、不況のために会社

から就業時間のみ制限され、業務量自体は変わらな

いケースをよく見かける。このような濃縮勤務によ

る過重も労働時間管理のみでは把握しきれないが、

健康管理上注意を要するだろう。

協力・日本産業精神保健学会

株式会社日立製作所専属産業医　
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北海道産業保健推進センター
〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西７丁目　プレスト１・７ビル２F
TEL011-242-7701 FAX011-242-7702 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo01/

青森産業保健推進センター
〒030-0862 青森県青森市古川2丁目20番3号　朝日生命青森ビル8F
TEL017-731-3661 FAX017-731-3660 http://www.sanpo02.jp/

岩手産業保健推進センター
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9番1号　マリオス12F
TEL019-621-5366 FAX019-621-5367 http://www.sanpo03.jp/

宮城産業保健推進センター　
〒980-6012 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　住友生命仙台中央ビル15F
TEL022-267-4229 FAX022-267-4283 http://miyagisanpo.jp/

秋田産業保健推進センター
〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目3番8号 アトリオンビル8F
TEL018-884-7771 FAX018-884-7781 http://www.akitasanpo.jp/

山形産業保健推進センター
〒990-0031 山形県山形市十日町1丁目3番29号　山形殖銀日生ビル6F
TEL023-624-5188 FAX023-624-5250 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo06/

福島産業保健推進センター
〒960-8031 福島県福島市栄町6番6号　ユニックスビル9F
TEL024-526-0526 FAX024-526-0528 http://www.sanpo07.jp/ 

茨城産業保健推進センター
〒310-0021 茨城県水戸市南町1丁目3番35号　水戸南町第一生命ビルディング4F
TEL029-300-1221 FAX029-227-1335 http://www.ibaraki-sanpo.jp/

栃木産業保健推進センター
〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4番15号　宇都宮NIビル7F
TEL028-643-0685 FAX028-643-0695 http://www.tochigisanpo.jp/

群馬産業保健推進センター
〒371-0022 群馬県前橋市千代田町1丁目7番4号（財）群馬メディカルセンタービル2F
TEL027-233-0026 FAX027-233-9966 http://www.gunmasanpo.jp/

埼玉産業保健推進センター
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2番3号　さいたま浦和ビルディング2F
TEL048-829-2661 FAX048-829-2660 http://www.saitama-sanpo.jp/

千葉産業保健推進センター
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3丁目3番8号 日本生命千葉中央ビル8F
TEL043-202-3639 FAX043-202-3638 http://www.chiba-sanpo.jp/

東京産業保健推進センター
〒102-0075 東京都千代田区三番町6-14 日本生命三番町ビル3F
TEL03-5211-4480 FAX03-5211-4485 http://sanpo-tokyo.jp/

神奈川産業保健推進センター
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目29番1号　第6安田ビル3Ｆ
TEL045-410-1160 FAX045-410-1161 http://www.sanpo-kanagawa.jp/

新潟産業保健推進センター
〒951-8055 新潟県新潟市中央区礎町通二ノ町2077番地　朝日生命新潟万代橋ビル6F
TEL025-227-4411 FAX025-227-4412 http://www.sanpo15.jp/

富山産業保健推進センター
〒930-0856 富山県富山市牛島新町5番5号 インテックビル9F
TEL076-444-6866 FAX076-444-6799 http://toyamasanpo.net/

石川産業保健推進センター
〒920-0031 石川県金沢市広岡3丁目1番1号　金沢パークビル9F
TEL076-265-3888 FAX076-265-3887 http://www.ishikawa-sanpo.jp/

福井産業保健推進センター
〒910-0005 福井県福井市大手2丁目7番15号　明治安田生命福井ビル5F
TEL0776-27-6395 FAX0776-27-6397   http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo18/

山梨産業保健推進センター
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-32-11 住友生命甲府丸の内ビル4F
TEL055-220-7020 FAX055-220-7021 http://sanpo19.jp/

長野産業保健推進センター
〒380-0936 長野県長野市岡田町215-1 日本生命長野ビル3F
TEL026-225-8533 FAX026-225-8535 http://www.nagano-sanpo.jp/

岐阜産業保健推進センター
〒500-8844 岐阜県岐阜市吉野町6丁目16番地　大同生命・廣瀬ビル11F
TEL058-263-2311 FAX058-263-2366 http://www.sanpo21.jp/

静岡産業保健推進センター
〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町59番6号　大同生命静岡ビル6F
TEL054-205-0111 FAX054-205-0123 http://www.shizuokasanpo.jp/

愛知産業保健推進センター
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目15番32号　日建・住生ビル7F
TEL052-242-5771 FAX052-242-5773 http://www.sanpo23.jp/

三重産業保健推進センター
〒514-0003 三重県津市桜橋2丁目191番4 三重県医師会ビル5F
TEL059-213-0711 FAX059-213-0712 http://www.miesanpo.jp/

滋賀産業保健推進センター
〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1丁目2番22号　大津商中日生ビル8F
TEL077-510-0770 FAX077-510-0775 http://www.shigasanpo.jp/

京都産業保健推進センター
〒604-8186 京都府京都市中京区車屋御池下ル梅屋町 361-1 アーバネックス御池ビル東館7F
TEL075-212-2600 FAX075-212-2700 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo26/

大阪産業保健推進センター　
〒540-0033 大阪府大阪市中央区石町2丁目5番3号エル・おおさか南館9F
TEL06-6944-1191 FAX06-6944-1192 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo27/

兵庫産業保健推進センター
〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20三宮山田東急ビル8F
TEL078-230-0283 FAX078-230-0284 http://www.hyogo-sanpo.jp/

奈良産業保健推進センター
〒630-8115 奈良県奈良市大宮町1丁目1番15号　ニッセイ奈良駅前ビル3F
TEL0742-25-3100 FAX0742-25-3101 http://www.nara-sanpo.jp/

和歌山産業保健推進センター
〒640-8157 和歌山県和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル6F
TEL073-421-8990 FAX073-421-8991 http://www.naxnet.or.jp/̃sangyo-1/

鳥取産業保健推進センター
〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町７番　鳥取フコク生命駅前ビル3F
TEL0857-25-3431 FAX0857-25-3432 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo31/

島根産業保健推進センター
〒690-0887 島根県松江市殿町111 松江センチュリービル5F
TEL0852-59-5801 FAX0852-59-5881 http://www.shimanesanpo.jp/

岡山産業保健推進センター
〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井2丁目1番3号　岡山第一生命ビル12F
TEL086-212-1222 FAX086-212-1223 http://www.okayama-sanpo.jp/

広島産業保健推進センター
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀16番11号　日本生命広島第二ビル4F
TEL082-224-1361 FAX082-224-1371 http://www.hiroshima-sanpo.jp/

山口産業保健推進センター
〒753-0051 山口県山口市旭通り2丁目9番19号　山建ビル4F
TEL083-933-0105 FAX083-933-0106 http://www.yamaguchi-sanpo.jp/

徳島産業保健推進センター
〒770-0847 徳島県徳島市幸町３丁目61番地　徳島県医師会館３F
TEL088-656-0330 FAX088-656-0550 http://www.tokushima-sanpo.jp/

香川産業保健推進センター
〒760-0025 香川県高松市古新町2番3号　三井住友海上高松ビル4F
TEL087-826-3850 FAX087-826-3830 http://kagawa-sanpo.jp/

愛媛産業保健推進センター
〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5番4号　松山千舟454ビル2F
TEL089-915-1911 FAX089-915-1922 http://ehime-sanpo.jp/

高知産業保健推進センター
〒780-0870 高知県高知市本町4丁目2番40号　ニッセイ高知ビル4Ｆ
TEL088-826-6155 FAX088-826-6151 http://www.kochisanpo.jp/

福岡産業保健推進センター
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目9-30 福岡県メディカルセンタービル1F
TEL092-414-5264 FAX092-414-5239 http://ww2.tiki.ne.jp/̃suishin/

佐賀産業保健推進センター
〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル8F
TEL0952-41-1888 FAX0952-41-1887 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo41/

長崎産業保健推進センター
〒850-0862 長崎県長崎市出島町1番14号　出島朝日生命青木ビル8F
TEL095-821-9170 FAX095-821-9174 http://www.nagasaki-sanpo.jp/

熊本産業保健推進センター
〒860-0806 熊本県熊本市花畑町1番7号　MY熊本ビル8F
TEL096-353-5480 FAX096-359-6506 http://www.kumamoto-sanpo.jp/

大分産業保健推進センター
〒870-0046 大分県大分市荷揚町3番1号　第百・みらい信金ビル7F
TEL097-573-8070 FAX097-573-8074 http://www.oita-sanpo.jp/

宮崎産業保健推進センター
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18番7号　大同生命宮崎ビル６F
TEL0985-62-2511 FAX0985-62-2522 http://www.sanpomiyazaki.jp/

鹿児島産業保健推進センター
〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町25-1 中央ビル4F
TEL099-252-8002 FAX099-252-8003 http://www.sanpo-kagoshima.jp/

沖縄産業保健推進センター
〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄1831‐1 沖縄産業支援センター7F
TEL098-859-6175 FAX098-859-6176 http://www.sanpo47.jp/

産業保健推進センター一覧

事業内容その他の詳細につきましては、上記にお問い合わせください。
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